
【令和２年４月８日時点】 相生市新型コロナウイルス対策本部（危機管理課℡２３-７１３２）

『緊急事態宣言』が発令されました!!

新型コロナウイルス感染症は世界的に拡大を続け、日本国内における感染

症の感染者は４,０００例を超え、戦後最大の危機を迎えています。兵庫県内

においても、２００例を超える感染が確認されており、市民の皆様には日々不

安を抱かれておられることと思います。

こうした状況の中、国において、「国民の生命や健康に重大な被害を与える

恐れ」、また「全国的かつ急速な蔓延で国民生活と経済に甚大な影響の恐れ」

のあることから、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、兵庫県をは

じめ 7都府県に『緊急事態宣言』が発令されました。これに基づき、兵庫県知

事より「外出のさらなる自粛」「冷静かつ適切な対応」などの要請が行われま

した。今後は、この要請に従い対応していくこととなります。

現在、相生市内での感染例は確認されておりませんが、姫路市をはじめ生活

圏域において感染が確認されております。引き続き、兵庫県知事の要請に従

い、感染拡大の防止のための取組みを実施してまいります。市民の皆様には、

多大なご不便、不都合をおかけすることとなりますが、ご理解、ご協力をお願

いいたします。

今後も、相生市の取り組み状況につきましては、全戸配布のチラシ、市ホー

ムページで随時発信しますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

令和２年４月１０日
相生市新型コロナウイルス対策本部 本部長

【市民の皆様へのお願い】

相生市として、下記のとおり感染拡大防止対策を実施します。

◎期間は、４月８日（水）～５月６日（水・祝）。※延長の可能性あり。

◎通院、買い出しなど生活の維持に必要な場合を除いた外出の自粛。

◎「３つの密」（密閉・密集・密接）が重なる集会・イベントへの参加の自粛。

◎風評被害防止のため、憶測やデマなどに惑わされず冷静な対処。

◎市内公立の学校園は臨時休校・休園。 ※週 1日午前中の登校（園）日設定。

◎保育所、学童保育は感染防止対策を徹底し、保育サービスは実施。

◎市内社会教育施設等の利用の自粛。※屋外施設は除く。

◎各施設サービス利用に関して、家庭で対応できる場合には可能な限り自粛。

◎市及び教育委員会主催イベント等は原則中止・延期。

☆関連情報は、市ホームページで確認ください。




